
１．工 事 概 要

　　1)　工 事 場 所　　　留萌市港町3丁目

　　2)　解体建物概要　　 ・工事名　　　プレハブ作業所解体工事

　　　　　　　　　　　　 ・規模等　　　プレハブ作業所(S造・2階建て・186.30㎡)

２．工 事 範 囲

　　1)　プレハブ作業所解体工事

　　2)　上水道設備撤去（給水管、メーター等）

　　3)　排水管、排水桝等撤去

３．工 事 写 真

　　1)　着工前、工事中、完成の順に現場の状況が逐次解るものを撮影しアルバムで提

　　　出すること。

　　2)　処理場への搬入状況及び処理場の名称が解るものを添付すること｡

　　3)　その他監督員の指示による。

４．工事中の安全管理

　　1)　現場の安全パトロールを行うとともに、労働者の安全衛生教育の徹底をするこ

　　　と。

　　2)　建設機械等の危害防止処置の徹底及び公害防止に努め、第３者に災害を及ぼし

　　　てはならない。

　　3)　工事中交通安全管理を徹底し、下請業者等含め交通事故防止に努めること。

　　4)　解体材の運搬に当たっては、脱落・飛散等の恐れが無いよう十分注意すること。

　　5)　本工事に関連した事故が発生した場合、速やかに監督員に報告すること。

５．産業廃棄物の処理

　　1)　産業廃棄物の処理に当たっては「建設廃棄物処理指針」「建築物の解体等に係る

　　　石綿飛散防止マニュアル」等に従い適切に処理すること。

　　2)　処理施設 ※市内で処理可能な廃材は、原則として市内処理施設で処理すること。

　　3)　産業廃棄物の処理方法等を記載した廃棄物処理計画書を事前に作成し、監督員

　　　に提出すること。

　　4)  解体材処理費及び残土処理・再生砂(整地)については、概数とする。
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